
郡山市地域包括支援センターの包括的支援事業等の運営に関する要綱 

 

平成18年４月１日制定 

平成20年４月１日一部改正 

平成21年５月１日一部改正 

平成23年４月１日一部改正 

平成24年４月１日一部改正 

平成27年４月１日一部改正 

平成28年４月１日一部改正 

                              平成29年４月 1 日一部改正 

令和５年４月 1 日一部改正 

 

【保健福祉部地域包括ケア推進課】 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法 ( 平成９年法律第 123 号。以下「法」という。)第 115 条の46第

１項の規定に基づき、地域包括支援センターが実施する包括的支援事業及び介護保険法施行規

則（平成11年厚生省令第36号）第 140 条の64に規定する事業（以下「包括的支援事業等」とい

う。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は郡山市とする。 

 （対象者） 

第３条 包括的支援事業等の対象者は、本市に住所を有する法第９条に定める被保険者及びその

家族並びに関係者とする。ただし、介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第 140 条

の64に規定する事業については、本市に住所を有する法第９条第１号に定める被保険者とす

る。 

 （実施施設） 

第４条 包括的支援事業等を実施する施設は、法第 115 条の46に定められた地域包括支援センタ

ーとする。 

 （事業内容） 

第５条 包括的支援事業等の内容を、次のとおりとする。 

(1) 多様なネッ ト ワーク を活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的

な相談支援業務及び権利擁護業務と して 、次のこ と を行 う 。  

ア  効率的 ・ 効果的に実態把握業務を行い 、支援を必要とする高齢者を見出し 、総合相談に

つなげる と と もに 、適切な支援、継続的な見守 り を行い 、更なる問題の発生を防止するた

め 、地域における様々な関係者のネッ ト ワークの構築を図る 。 そのため、サービス提供機

関や専門相談機関等のマップの作成等によ り活用可能な機関、団体等の把握などを行 う 。

地域に必要な社会資源がない場合は 、 その開発に取り組むこ と 。  

イ  総合相談支援業務を適切に行 う前提と して 、 アのネッ ト ワーク を活用するほか 、様々な

社会資源との連携、高齢者への戸別訪問、同居していない家族や近隣住民からの情報収集

等によ り 、高齢者の心身の状況や家族の状況等についての実態把握を行 う こ と 。  



ウ  総合相談業務と して 、次の業務を行 う こ と 。  

(ｱ ) 初期段階での相談対応と して 、本人、家族、近隣の住民、地域のネッ ト ワーク等を通

じた様々な相談を受けて 、利用者基本情報 （ 第 １号様式 ） に基づき的確な状況把握等を

行い 、専門的又は緊急の対応が必要かど う かを判断する こ と 。 また 、適切な情報提供を

行えば相談者自身によ り解決が可能と判断した場合には 、相談内容に即したサービス又

は制度に関する情報提供、関係機関の紹介等を行 う 。 その際、市の高齢者在宅福祉事業

等に関する事については、相談者の申し出によ り代理申請等を行 う 。  

(ｲ ) 初期段階の相談対応で 、専門的 ・ 継続的な関与又は緊急の対応が必要と判断した場合

は 、当事者への訪問、当事者に関わる様々な関係者からのよ り詳細な情報収集を行い 、

当事者に関する課題を明確にし 、利用者基本情報 （ 第 １号様式 ） によ り個別の支援計画

を策定する 。 また 、支援計画に基づき 、適切なサービスや制度につなぐ と と もに 、当事

者や当該関係機関から 、定期的に情報収集を行い 、期待された効果の有無を確認する 。   

エ  実態把握や総合相談の過程で 、特に権利擁護の観点からの支援が必要と判断した場合に

は 、次のよ う な諸制度を活用する こ と 。  

(ｱ ) 高齢者の判断能力の状況等を把握し 、成年後見制度の利用が必要な場合、 高齢者に親

族がいる場合には、当該親族に成年後見制度を説明し 、親族からの申立てが行われる よ

う支援する 。 また 、申立てを行える親族がないと思われる場合や、親族があっても申立

てを行 う意思がない場合で 、成年後見制度の利用が必要と認める と きは 、速やかに地域

包括ケア推進課に当該高齢者の状況等を報告し 、代理によ る申立てにつなげる こ と 。 な

お、成年後見制度の円滑な利用に向けて 、地域包括ケア推進課と連携し 、成年後見制度

を幅広く普及させるための広報等の取組を行 う こ と 。   

(ｲ ) 虐待等の場合で 、高齢者を老人福祉施設等へ措置入所させる こ とが必要と判断した場

合は 、健康長寿課に当該高齢者の状況等を報告し 、措置入所の実施を求める こ と 。 ま

た 、措置入所後も当該高齢者の状況を把握し 、 でき る限り速やかに 、成年後見制度の利

用など必要なサービス等の利用を支援する こ と 。 なお、虐待の事例を把握した場合に

は 、速やかに当該高齢者を訪問して状況を確認し 、事例に即した適切な対応を と る こ

と 。   

( ｳ ) 高齢者やその家庭に重層的に課題が存在している場合、高齢者自身が支援を拒否して

いる場合等の困難事例を把握した場合には 、他の職種と連携し 、地域包括支援センター

全体で対応を検討する こ と 。   

(ｴ ) 訪問販売によ る リ フォーム業者などによ る消費者被害を未然に防止するため 、 関係機

関と定期的な情報交換を行 う と と もに 、民生委員、介護支援専門員、訪問介護員等に情

報提供を行 う こ と 。  

(2) 介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 140 条の 64 に規定する事業について 

は、次のこ と を行 う 。  

ア  第 1 号介護予防支援事業 

イ  特定の被保険者 （ 第 1 号被保険者に限る。）に対し行われる事業の対象と なる者の把握を

行 う事業 

ウ  介護予防に関する普及啓発を行 う事業 

エ  介護予防に関する活動を行 う ボラ ンテ ィ ア等の人材の育成並びに介護予防に資する地域

活動を行 う組織の育成及び支援を行 う事業 



オ  介護予防に関する事業に係る評価を行 う事業 

カ  地域における介護予防に関する活動の実施機能を強化するため リ ハビ リ テーシ ョ ンに関

する専門的知識及び経験を有する者が当該介護予防に関する活動の支援を行 う事業  

(3) 法第 115 条の45第 １項の二及び上記 (2) アに定める第 １号介護予防支援事業 （ 以下、 サー

ビス計画作成とい う 。）については 、おおむね次に定める手順によ り実施する 。  

ア  対象者は 、サービス計画の作成には 、利用者基本情報 ( 第 １号様式 ） 、介護予防マネジ

メ ン ト支援計画 ・ 評価表 （ 第 ２ 号様式 ） 、介護予防週間支援計画表、介護予防支援 ・ 介護

予防ケアマネジ メ ン ト経過記録 （ 第 ３ 号様式 ） を使用する 。 ただし 、利用者の状況に応じ

て 、介護予防支援の様式を流用する こ とができ る 。  

イ  サービス計画の作成後は 、介護予防支援と同様、おおむね ３ ヶ月に １回、サービスの評

価期間の終了月及び利用者の状況に著しい変化のあった場合には、訪問して面接する 。利

用者の状況に変化のあった場合は 、必要に応じ て計画の見直しを行 う 。  

ウ  利用者のサービス利用状況に応じ 、適当な時期や実施期間終了後に 、評価を行い 、今後

の方針を決定する 。  

 (4) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジ メ ン ト の後方支援を行 う包括的 ・

継続的ケアマネジ メ ン ト支援業務と して 、郡山市地域ケア会議の設置、運営に関する指針

（ 平成27年 ９月24日制定 ） に基づき 、次のこ と を行 う 。  

ア  日常的個別指導 ・ 相談業務と して 、地域のケアマネジャーに対する個別の相談窓口を設

置し 、日常的業務の実施に関し 、 ケアプラ ンの作成技術を指導し 、サービス担当者会議の

開催を支援するなど 、専門的な見地からの個別指導、相談への対応を行 う こ と 。 なお、地

域のケアマネジャーの資質向上を図る観点から 、必要に応じて 、地域包括支援センターの

他の職種や関係機関と も連携の上、地域ケア個別会議や研修、制度や施策等に関する情報

提供を実施する こ と 。  

イ  地域のケアマネジャーが抱える支援困難事例について 、適宜、地域包括支援センターの

他の職種や地域の関係者、関係機関との連携の下で 、 ケアマネジ メ ン ト支援受付票 （ 第 ４

号様式 ） によ り具体的な支援方針を検討し 、指導助言等を行 う こ と 。  

ウ  施設 ・ 在宅を通じた地域における包括的 ・ 継続的なケアを実施するため 、個別ケース

（困難事例等）の支援内容等を通じ、医療・介護の専門職をはじめ、ＮＰＯ、社会福祉法

人、ボランティア、民生委員、自治会長など地域の多様な関係者との連携体制を構築し、

定期的に地域ケア圏域会議を行うこと。また、会議を通じて地域課題の把握を行うととも

に、地域づくりや資源開発及び政策形成につながるような提案を行うこと。 

エ  地域のケアマネジャーの日常的な業務の円滑な実施を支援するために 、 ケアマネジャー

相互の情報交換等を行 う場を設定するなど 、 ケアマネジャーのネッ ト ワーク を構築する こ

と 。  

オ  地域包括支援センターにおいて実施する予防給付に関するケアマネジ メ ン ト及び第 1 号

介護予防支援事業並びにケアマネジャーが行 う介護給付のケアマネジ メ ン ト相互の連携を図

る こ と 。 なお、介護保険以外の様々な関係機関との連携体制を構築してい く過程では 、社会

福祉士や保健師との連携が円滑に行われる よ う 、地域包括支援センター内での業務実施体制

に配慮する ものとする 。   

(5) 市において、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期にお

ける症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対



する総合的な支援を行うこととするが、地域包括支援センターでは、認知症地域支援推進員

を中心に、下記のことを行うものとする。 

ア 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、認知症初期集中支

援チーム、認知症疾患医療センターを含む医療機関や、介護サービス事業者や認知症サポー

ターなどの地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図ること。 

イ キャラバン・メイトを中心に、認知症サポーター養成講座を実施し、地域における認知

症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための事業を行うこと。 

 （実施の委託） 

第６条 市長は、法第 115 条の47第１項の規定に基づき、郡山市地域包括支援センター運営協議

会設置規則により地域包括支援センターの設置者の選定を受けた者に対し、包括的支援事業の

実施を委託することができる。 

 （秘密の保持） 

第７条 本事業に係る者は、要援護高齢者等の個人情報の保護に万全を期するものとし、業務に

関して知り得た情報を漏らしてはならない。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成18年４月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成20年４月 1 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成21年５月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ この要綱の施行の際、現に提出又は作成されている改正前の郡山市地域包括支援センター

の包括的支援事業等の運営に関する要綱（事項にて「旧要綱」という。）による様式は、この

要綱による改正後の郡山市地域包括支援センターの包括的支援事業等の運営に関する要綱の様

式によるものとみなす ｡  

 ３ この要綱の施行の際現に旧要綱の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、

所要の調整をして使用することができる。 

   附 則 



 （施行期日） 

 １ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ この要綱の施行の際、現に提出又は作成されている改正前の郡山市地域包括支援センター

の包括的支援事業等の運営に関する要綱（事項にて「旧要綱」という。）による様式は、この

要綱による改正後の郡山市地域包括支援センターの包括的支援事業等の運営に関する要綱の様

式によるものとみなす ｡  

 ３ この要綱の施行の際現に旧要綱の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、

所要の調整をして使用することができる。 



第１号様式(第５条関係)

《 基 本 情 報 》 作成担当者：
 来　所　・　電　話  初　　回

その他 　　　　　　　　　（　 ）  再  来 ／ ）

（ ）

（ ）

有効期限 ： 年 月 日 ～ 年 月 日 （ 前回の介護度 ）

障害等認定 　　身障 （ ） 療育 （ ） 精神 （ ） 難病（ ） … （ ）

自宅 ・ 借家 ・ 一戸建て ・ 集合住宅 ・ 自室の有無 （ ） 階、 住宅改修の有無

国民年金　・　厚生年金　・　障害年金　・　生活保護 ……

家族構成 ◎＝本人、○＝女性、□＝男性

●■＝死亡､☆＝キーパーソン

主介護者に「主」

副介護者に「副」

（同居家族は○で囲む）

家族関係等の状況

基本チェックリスト記入結果：　事業対象者の該当あり　・　事業対象者の該当なし

基本チェックリスト記入日：　　　　年　　　月　　　日

本人の住
居環境

経済状況

来所者
 
 

家
 

族
 

構
 

成

（相談者）

住所 続
柄連絡先

緊急連絡先

氏  名 続柄 住所・連絡先

非該当 ・事業対象者 要支１ ・ 要支２ ・ 要介１ ・ 要介２ ・ 要介３ ・ 要介４ ・ 要介５

年

認定情報

ＦＡＸ

日常生活
自立度

障害高齢者の日常生活自立度 自立 ・ Ｊ１ ・ Ｊ２ ・ Ａ１ ・ Ａ２ ・ Ｂ１ ・ Ｂ２ ・ Ｃ１ ・ Ｃ２

認知症高齢者の日常生活自立度 自立 ・ Ⅰ ・ Ⅱa ・ Ⅱb ・ Ⅲa ・ Ⅲb ・ Ⅳ ・ M

住所
ＴＥＬ

（前
相談日

日生 （

フリガナ

男　・　女 Ｍ・T・Ｓ
本人氏名

月

本人の現況 在　宅　・　入院または入所中 （ ）

） 歳

利 用 者 基 本 情 報 

年 月 日 ( )



第１号様式（その２）

《 介護予防に関する事項 》

《 現病歴・既往歴と経過 》（新しいものから書く・現在の状況に関連するものは必ず書く）

Ｔｅｌ 治療中
経観中
その他

Ｔｅｌ 治療中
経観中
その他

Ｔｅｌ 治療中
経観中
その他

Ｔｅｌ 治療中
経観中
その他

《 現在利用しているサービス 》

年 月 日氏名　　

公的サービス 非公的サービス

　地域包括支援センターが行う事業の実施にあたり、利用者の状況を把握する必要があるときは、要介護認
定・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、及び主治医意見書と同様に、利用
者基本情報、支援・対応経過シート、アセスメントシート等の個人に関する記録を、居宅介護支援事業者、居
宅サービス事業者、介護保険施設、主治医その他本事業の実施に必要な範囲で関係する者に提示すること
に同意します。

年 月 日

日年 月

年 月 日

日年 月

年月日 病名
医療機関・医師名

経過 治療中の場合は内容
（主治医・意見作成者に☆）

利 用 者 基 本 情 報 

今までの生活

現在の生活状況
（どんな暮らしを
送っているか）

1日の生活・すごし方 趣味・楽しみ・特技

時間 本人 介護者・家族

友人・地域との関係



第2号様式（第5条関係）

～　
運動器の

機能
栄養改善 口腔機能

閉じこもり
予防

/５ /２ /３ /２

集計 集計

1 □ はい □ いいえ 1 □ はい □ いいえ

2 □ はい □ いいえ 2 □ はい □ いいえ

3 □ はい □ いいえ 3 □ はい □ いいえ

4 □ はい □ いいえ 4 □ はい □ いいえ

5 □ はい □ いいえ 5 □ はい □ いいえ

6 □ はい □ いいえ 6 □ はい □ いいえ

7 □ はい □ いいえ 7 □ はい □ いいえ

8 □ はい □ いいえ 8 □ はい □ いいえ

9 □ はい □ いいえ 9 □ はい □ いいえ

10 □ はい □ いいえ 10 □ はい □ いいえ

11 □ はい □ いいえ 11 □ はい □ いいえ

12 □ はい □ いいえ 12 □ はい □ いいえ

13 □ はい □ いいえ 13 □ はい □ いいえ

14 □ はい □ いいえ 14 □ はい □ いいえ

15 □ はい □ いいえ 15 □ はい □ いいえ

16 □ はい □ いいえ 16 □ はい □ いいえ

17 □ はい □ いいえ 17 □ はい □ いいえ

18 □ はい □ いいえ 18 □ はい □ いいえ

19 □ はい □ いいえ 19 □ はい □ いいえ

20 □ はい □ いいえ 20 □ はい □ いいえ

その他の事項について

21 0 /20 0 /20

　　　　　　　

　　介護予防ケアマネジメント 支援計画・評価表

　

【基本チェックリスト結果】 【認定の有効期間】

Ｎｏ．
事業所名

利用者名 様 要支援１・要支援２・事業対象者 計画作成者

       　　年　 　月　 　日　     　  　年　　月　　日

現在の状況について いずれかにチェック
（■）を付けて下さい

できるようになると良いこと、目標、
そのための取り組み、サービス提供内容など

(中間・最終)評価日

運動・移動について ご本人様 平成    年    月    日

物忘れ予防 うつ予防

/３ /５

【健康状態について：主治医意見書、生活機能評価等を踏まえた留意点】

自宅内を転倒の不安なく歩くことができますか
目標

屋外を安全に歩くことができますか

15分くらい続けて歩けますか

取組み階段などの段差を何もつかまらずのぼれますか

食事の用意は自分でしていますか

洗濯を自分でしていますか

整理整とんや掃除を自分でしていますか

5 5交通機関を利用して出かけていますか

日常生活（家庭生活）について 家族の支援、インフォーマルサービス等

日用品の買い物を自分でしていますか

5
(訪問型・通所型)サービス提供事業所 事業所名

5預貯金の出し入れや支払いを自分でしていますか

社会参加、対人関係・コミュニケーションについて 期間

1週間に1回以上外出していますか

家族や友人と1日1回以上話をしていますか (訪問型・通所型)サービス提供事業所 事業所名

趣味や楽しみで続けていることがありますか

地域活動で何か参加していることはありますか

5

健康であると思いますか
総合的な

方針
定期的に受診していますか

トイレでの行為は自分で失敗なくできますか

期間

5地域や社会の出来事に関心がありますか

健康管理について 地域包括支援センター または ケアマネジャーの意見

【計画作成（変更）日】            年     月     日 【認定日】      　　年　　月　　日

21

(委託の場合)
地域包括支援セ

ンターの
確認

（意見)
【計画に関する同意】介護予防ケアマネジメント 支援計画について、同意します。

    　　  　年　　　月　　　日
（地区担当包括・担当者)

氏名　　　　　 　     　　　　　　　　　

夜はよく眠れますか

5
目標につい
ての支援
ポイント

5もの忘れ予防について何か取り組みを行っていますか

計 計



第3号様式(第５条関係)

※１

2 サービス担当者会議を開催した場合には、会議出席者（所属（職種）氏名）、検討した内容等を記入する。

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支援事業）経過記録（サービス担当者会議の要点を含む）

 計画作成者氏名 ＮＯ．  利用者氏名

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）経過は、具体的には、時系的に出来事、訪問の際の観察（生活の活発さの変化を含む）、サービ
ス担当者会議の内容、利用者・家族の考えなどを記入し、介護予防支援や各種サービスが適切に行われているかを判断し、必要な場合には方針変更を行うためのサービ
ス担当者会議の開催、サービス事業者や家族との調整などを記入する。

内　　　容年　月　日 年　月　日 内　　　容



第4号様式(第5条関係)

　受付年月日 受付者氏名 No

申立人氏名 所属 電話 FAX

申立人の １　介護支援専門員 　２　サービス事業者 ３　主治医 ４　民生委員 ５　近隣
主業務

６　家族 ７　利用者 ８　知人 ９　関係機関（　　　　　　　　　）10　その他（　　　　　　）　

申立方法 １　電話 ２　FAX ３　来所 ４　訪問 ５　その他（　　　　　　　　　　）

相談経路

主訴

求めている支援（コード番号）

確認・調査
　年　　　月　　　日　（　　　　）

　年　　　月　　　日　（　　　　）

　年　　　月　　　日　（　　　　）

必要な支援（コード番号）

実施した支援
　年　　　月　　　日　（　　　　）

　年　　　月　　　日　（　　　　）

　年　　　月　　　日　（　　　　）

　年　　　月　　　日　（　　　　）

　年　　　月　　　日　（　　　　）

実施した支援（コード番号）

支援結果に対する申立人の意見 　満足　　負担軽減　　一応了解　　不満　　継続支援希望（　　　　）

支援終了 平成　　年　　月　　日　（　　）　確認者氏名（　　　　　） 　年　　　月　　　日　現在支援継続中

地域包括支援センターとしての今後の課題

支援コード
１　ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ  ①　ｱｾｽﾒﾝﾄ   ②　ｹｱﾌﾟﾗﾝ   ③　ｻｰﾋﾞｽ調整   ④　ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ   ⑤　ｻｰﾋﾞｽ担当者会議

２　社会資源の紹介　 ３　主治医連携　  ４　地域包括支援センター内連携　 ①　総合相談　  ②　虐待防止

③　予防給付のケアマネジメント    ④　介護予防事業のケアマネジメント   　５ 　対人援助技術　

６　制度説明・確認　  ７　 研修・学習　 ８　 個人の悩み事相談　   ９ 　同行訪問   10 その他（　　　　　　）

　　　　地域包括支援センター・ケアマネジメント支援受付票


